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１ 経緯・目的 【令和５年３月議会で報告】

１

日　　付 内　　　　　　　　容

平成27年10月14日 　柳井地域水道事業研究会　設置

平成28年度 　柳井地域水道事業広域化に関する可能性概略検討

平成29年6月30日 　柳井地域水道事業広域化検討委員会　設置

平成29年11月28日 　山口県知事、山口県議会議長に対し要望活動（1市4町の首長）

平成30年1月11日 　柳井地域広域水道企業団の大島ルート送水管破損

　柳井地域水道事業広域化検討委員会専門部会において

　　水道メーターと薬品の共同購入合意（柳井市、上関町）

　≪現在では全ての事業体で水道メーターの共同購入≫

平成30年7月19日 　柳井地域水道事業災害相互応援に関する協定の締結

　柳井地域広域水道企業団の大島ルート送水管破損（２回目）

　　大島大橋への貨物船衝突事故　➡　≪　災害相互応援　派遣　≫

令和2年4月1日 　柳井市・周防大島町上下水道料金お客様センター　開所

令和3年4月23日 　柳井地域水道事業広域化に関する基本検討業務　発注に係る覚書締結

　柳井地域水道事業広域化に関する基本検討業務　契約

　　　受託者　　：日本水工設計(株)山口事務所

　　　委託期間 ：令和3年4月26日から令和5年3月1日まで

令和4年2月24日 　フジ地中情報㈱　柳井地域広域水道企業団へ給水車配備

令和4年12月15日 　山口県知事、山口県議会議長に対し要望活動（1市4町の首長）

令和5年2月8日 　柳井地域水道事業広域化検討委員会において　広域化について合意

平成30年2月22日

令和3年4月23日

平成30年10月22日

〇 広域化の検討目的

〇 弥栄ダムからの遠距離導水等による
高い水道料金

〇 人口減少と老朽施設の更新需要の
高まりによる厳しい経営環境

〇 水道料金安定化対策費補助金要望
際の約束

〇 平成２８年度「広域化に関する
可能性概略検討結果」
（条件付でのスケールメリット）

〇 山口県水道ビジョンに掲載

〇 水道法の改正（令和元年９月）

・ 人口減少に伴う水の需要の減少、
・ 水道施設の老朽化、
・ 深刻化する人材不足等の水道の直面する
課題に対応し、水道の基盤の強化を図るため、
所要の措置を講ずる。



２ 水需要予測 【令和５年３月議会で報告】

２
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一日最大給水量 一日平均給水量 有収水量 行政区域内人口 給水区域内人口 給水人口

実績 推計

柳井地域全体

給水人口 58,497人 （2020年） ➡ 37,665人 （2040年）

１日平均給水量 22,240㎥/日 （ 〃 ） ➡ 15,194㎥/日 （ 〃 ）

２０年間で

２０２０年 ➡ ２０４０年
20,832人減少 35.6％

7,046㎥/日減少 31.7％



３ 施設の現状把握① 【令和５年３月議会で報告】
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３ 施設の現状把握② 【令和５年３月議会で報告】



供給単価 ２０２０年 ２３８円／㎥

２０４０年 ４０５円／㎥≪1.6倍≫
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料金改定なし 損益黒字確保ケース 広域連携ケース

〇 柳井市

更新計画の見直し

≪ダウンサイジング≫

△1億6,699万円

（不足額）

２０年間で

238

405

〇 周防大島町
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料金改定なし 損益黒字確保ケース 広域連携ケース

２０年間で

247

720

供給単価 ２０２０年 ２４７円／㎥

２０４０年 ７２０円／㎥≪2.9倍≫

適正な施設規模・
施設管理

≪施設再編≫

≪ダウンサイジング≫

△２億6,692万円

（不足額）

４ 財政シミュレーション① 【令和５年３月議会で報告】

※：料金改定なし（施設更新出来ない、損益黒字確保ケース（単独経営）、広域連携ケース（これまでの広域連携の取組みを継続
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供給単価の上昇を抑えるには！

経費削減 繰入

上昇

供給単価の上昇を抑えるには！

経費削減 繰入



供給単価 ２０２０年 ２２０円／㎥

２０４０年 ３７０円／㎥≪1.5倍≫

４ 財政シミュレーション② 【令和５年３月議会で報告】
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料金改定なし 損益黒字確保ケース 広域連携ケース

〇 田布施・平生水道企業団

２０年間で

370

220 更新計画の策定
≪資産整理≫

≪ダウンサイジング≫

△２億４３９万円

（不足額）
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〇 上関町

２０年間で

275

1,217

供給単価 ２０２０年 ２７５円／㎥

２０４０年 １，２１７円／㎥≪4.1倍≫

適正な施設規模
施設管理

≪資産整理≫
≪ダウンサイジング≫

△２億５６５万円

（不足額）

供給単価の上昇を抑えるには！

経費削減

上昇

繰入

上昇

供給単価の上昇を抑えるには！

経費削減 繰入

※：料金改定なし（施設更新出来ない、損益黒字確保ケース（単独経営）、広域連携ケース（これまでの広域連携の取組みを継続



水道システムの再検討
≪管路のダウンサイジング≫
（責任水量制に捉われない）

７

４ 財政シミュレーション③ 【令和５年３月議会で報告】
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料金改定なし 損益黒字確保ケース 広域連携ケース

〇 柳井地域広域水道企業団

２０年間で

113

139

供給単価
令和４年度 １１３円／㎥

令和２４年度 １３９円／㎥ ≪1.2倍≫

△２億７，７６２万円（不足額）

末端水道事業者の経営悪化
抑

制

〇 財政シミュレーションまとめ

〇水道事業を継続していくための必要な施設更新を実施するには、全ての事業体で大幅な料金改定が必要。

〇単独事業継続、現状の広域連携の継続では大幅な料金改定は避けることが出来ない。

上昇

このことにより

供給単価の上昇を抑えるには！

各市町が負担



５ ２０年後の水道料金 【令和５年３月議会で報告】

８

〇 ２０年後の水道料金

7,062

19,393

１3,978

7,603
約1,000円
の値上げ

※ 柳井地域の水道事業者の水道料金の算出 ： 今回の財政シミュレーションにより算出された給水原価の増額率を単純に反映した場合

県内平均の
３．２倍まで格差の拡大



６ 課題の抽出と目標設定 【令和５年３月議会で報告】

９

〇 更新需要の見通し

事業体
区分

柳井市 周防大島町 上関町
田布施・平生
水道企業団

柳井地域広域
水道企業団

合 計

法定耐用
年数の1.5
倍で更新

構造物
設備

19億円 102億円 70億円 58億円 190億円 439億円

（0.5億円/年） （2.6億円/年） （1.8億円/年） （1.5億円/年） （4.8億円/年） （11.0億円/年）

管路
153億円 155億円 9億円 123億円 188億円 628億円

（3.8億円/年） （3.9億円/年） （0.2億円/年） （3.1億円/年） （4.7億円/年） （15.7億円/年）

計
172億円 257億円 79億円 181億円 378億円 1,062億円

（4.3億円/年） （6.4億円/年） （2.0億円/年） （4.5億円/年） （9.5億円/年） （26.6億円/年）

上段：40年間に係る費用、下段：１年間に係る費用

〇 現状の課題
＜人員的課題＞
・職員数と技術継承

＜財政的課題＞
・経営基盤の強化と財源確保

＜営業的課題＞
・適正な料金設定

＜施設の課題＞
・管路の耐震化・更新
・浄水施設の耐震化

＜維持管理・委託の課題＞
・共同発注による効率化
・各種システムの統一

〇 目標設定
観点
の

区分
目標の内容

安全 （１）安心・安全な水道の安定供給
・水質管理・施設維持管理の充実

強靭 （２）災害に強い信頼性の高い
水道施設とシステムの構築

・災害対策の充実

持続

（３）経営基盤の強化
・経営の効率化

（４）持続可能な水道事業運営
・施設及び管路の計画的更新
・人材育成と技術継承

（５）水道サービス水準及び

技術水準の向上

≪水道法の改正≫水道の基盤を強化するための基本的な方針
◆水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項
事業運営に必要な人材を自らが確保。単独での人材が確保が難しい場合には、広域連携や官民連携を活用



７ 水道事業の広域化の種類（施策と課題）

１０

レベル１
施設の共同化

レベル２
管理の一体化

レベル４
事業統合

レベル３
経営の一体化
（経営統合）

現
在
の

≪施策≫ 事業統合により一つの水道事業で運営
【課題】 ・施設整備維持管理水準の統一

・事業体毎の内部留保資金の扱い
・経営基盤強化、職員の確保と技術継承
・水道料金の統一（格差による繰入検討）

≪施策≫ 一つの水道事業体で複数の事業運営
【課題】 ・経営統合による新たな経費が必要 ➡ 補助金の有効活用

・多大な調整が必要（事務所・議会・職員・システム統合）
〔効果〕 ・水道サービスの平準化、維持管理体制の強化

・経営基盤強化、職員の確保と技術継承
・広域水道企業団の施設更新に向けた体制強化

≪施策≫ 共同発注、システム統合、維持管理水準の統一、
配水池監視の集約

【課題】 ・維持管理水準の統一を図った上での共同発注が必要
・上位の広域化を図るためにはシステム統合が必要
・一部の事業体で事務が集中

（すでに、一部事業体で共同発注を実施）

≪施策≫ 緊急連絡管の整備
【課題】 ・一部事業体に対する限定的な施策➡ 柳井地域の課題は

緊急時よりも経営の基盤の強化
（すでに、２つの企業団により施設の共同化が図られている）

広
域
化
の
進
捗

【令和５年３月議会で報告】



８ 広域化の方向性の評価 【令和５年３月議会で報告】

3つの

観点

目指すべき

方向性
重要課題

現
状
維
持

連携形態

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

施設の

共同化

管理の

一体化

経営の

一体化

事業

統合

安全
安心・安全な

水道の安定供給

維持管理

・委託
△ △ △ ○ ○

強靭
災害に強い信頼性の

高い水道ｼｽﾃﾑの構築
施設 △ △ △ ○ ○

持続

経営基盤の強化 財政的 × × × △ △

持続可能な

水道事業運営
人員的 × × △ ○ ○

水道サービス水準

及び技術水準の向上

営業的 × × × △ ○

給水 ― ― ― ― ―

〇 水道事業の課題の解決に向けた連携形態ごとの評価

○：課題解消に近づく
△：一部の課題解消に
寄与する

×：課題解消に至らない
－：現状の課題なし

〇 方向性のとりまとめ

≪ 施策 ≫
レベル１ 緊急時連絡管（一部の市町に限定）
レベル２ 共同発注・包括委託の拡大、維持管理水準の統一等
レベル３ 経営の一体化（経営統合）（事業間の垣根を超えた対応、各種調整に多大な労力）
レベル４ 事業統合（維持管理水準・経営状態の格差、水道料金の格差統一）

レベル３以上でないと
広域化の効果が出ない

１１



９ 広域化の方向性（まとめ） 【令和５年３月議会で報告】

１２

ステップ1：業務の共同化
（施設の共同化、管理の一体化）

〇 広域化に向けたステップ

ステップ2：経営の一体化

ステップ３：事業統合
（より広範囲の枠組みによる連携）

共同化による効果
の積み重ね

水道事業の統合
会計の一本化
水道料金の統一

一体経営
（セグメント経理）

用水供給と末端水道の区分がなくなる

事業間格差の縮小

広域化の
当面の目標

広域化の目標

現 状

柳
井
市

上
水

簡
水

田
布
施

平
生
水
道
企
業
団

上
水

上
関
町
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柳
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用
水
供
給

よ
り
広
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な
枠
組
み
で
の

広
域
水
道
企
業
団



１０ 水道事業の広域化の概要 【令和５年９月議会で報告】

１３

現在 統合後

水道用水供給事業
（柳井地域広域水道企業団）

岩
国
市
水
道
事
業
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市
水
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事
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水
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水
道
事
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柳井市平郡簡易水道事業

上関町祝島簡易水道事業

上関町八島簡易水道事業

柳井地域広域水道企業団

水道用水供給事業

岩
国
市
水
道
事
業

供
給

供
給

大臣
認可

知事
認可

知事
認可

供
給
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柳井地域広域水道企業団会計

１１ 経営の一体化（経営統合）とは 【令和５年３月議会で報告】

１４

〇 経営手法のイメージ図（セグメント経理）

用水供給事業会計

周防大島町
上水道
事業会計

柳井市
上水道事業会計

上関町上関統合
簡易水道事業会計

旧
田布施・平生
水道企業団
上水道
事業会計

上関町 八島
簡易水道事業会計

上関町 祝島
簡易水道事業会計

柳井市平郡
簡易水道事業

会計

田布施
町
一般
会計

上関町
一般会計

柳井市
一般会計

平生町
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会計

周防大島町
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岩国市
水道事業
会計

水道料金

受水費受水費受水費

受水費

受水費

水道料金

水道料金
水道料金

水道料金水道料金

水道料金
繰入金

繰入金

繰
入
金

繰
入
金

繰入金

繰入金

繰入金

繰入金



１２ 有識者意見 【令和５年３月議会で報告】

１５

〇 公営企業アドバイザー 早稲田大学 研究院准教授 佐藤裕弥

≪基本構想について≫
本地域における問題はヒトの問題で、各構成団体における適正な職員数、知識と経験の蓄積などの点で効果が大きいこと
から、目先の経費削減効果以外の効果を含めて水道広域化を進めていくことが望ましい。

≪財政シミュレーションについて≫
この財政シミュレーションは水道広域化を判断するための資料として活用できる。

≪総合意見と今後の進め方について≫

① 事業統合を目指して、今回は当面の通過点として経営統合とすることは、実務上の考え方として合理的である。

② 今回の報告書をもとに、来年度以降を水道広域化の移行期間と位置づけ、直ちに活動を開始することが適当と考える。

③ 水道広域化を前進させるための仕組み、目標年次や実現までの工程表を具体的に追記することが適当と考えられる。

④ 今後、プロジェクトチームを直ちに立上げ広域化対応を進める。

⑤ 統合までの諸課題は、順次出来るところから各構成団体が取り組みを進めることが合理的である。

⑥ ダウンサイジング（たとえば浄水場の廃止）については、今後の給水サービスの持続という大きな枠組みに影響するた
め、時間をかけて検討する必要があることから、報告書の中で結論を急ぐ必要はない。

⑦ 水道広域化は確実に利害が対立することから、利害調整機能としてのアドバイザーを活用することが望ましい。

⑧ 水道広域化の実現を待つことなく、水道法とともに地方公営企業関係法令の枠内で、関係団体で出来る限り、経営基盤
の強化を進めることが適当である。



１３ 柳井地域水道事業広域化検討委員会での合意内容（令和５年２月８日）

１６

〇 水道事業の広域化の検討目的

広域連携による経費削減効果
➡ 水道料金の抑制を図る 柳井地域の水道事業を継続していくための方策

当初の目的 検討の結果

〇 水道事業の広域化の方向性

柳井地域以外のより広範囲な事業統合を最終目標とし、当面の目標は、柳井地域の全ての

水道事業体の経営の一体化（経営統合）を目指す。

〇 経営の一体化（経営統合）とは

① 柳井地域広域水道企業団が、末端水道事業までの全ての水道事業をおこなう。

② 経営手法はセグメント経理を採用する。

〇 経営の一体化（経営統合）の時期

より効果を出すためには、
スピード感をもって統合を進めていく必要

プロジェクトチーム
人的体制強化

（目標）
令和７年４月１日

【令和５年３月議会で報告】



１４ 令和５年２月８日以降の取組み

日付 内容

R5.2.8 広域化検討委員会で広域化について合意

R5.3.3

～3.14

広域化に係る行政報告
（周防大島町、柳井市、上関町、平生町）

R5.3.15 新聞報道（中国新聞）

R5.3.16 岩国市に概要説明

R5.3.17 山口県生活衛生課、市町課へ概要説明

R5.3.20

～28
広域化に係る行政報告
（田布施町、田布施・平生水道企業団）

R5.4.4～ 広域化準備協議（柳井市と広域水道企業団）

R5.4.6 山口県生活衛生課、市町課との協議
一部事務組合、認可等事前相談

R5.4.27

～5.2
国本県議、有近県議、柳居県議へ概要説明

R5.5.24 第１回 広域化検討委員会専門部会
広域化プロジェクトチームの立上げ等
（以下広域化PT」という。）

R5.7.11 第２回 広域化検討委員会専門部会
第１回 広域PT（企業団設立部会）

R5.7.19 第１回 広域化PT（総務部会）
（財務・会計・営業部会）

R5.7.26 第２回 広域PT（企業団設立部会）

R5.7.27 山口県協議

R5.7.28 広島県水道広域連合企業団視察

R5.7.31 第１回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

R5.8.1 第２回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

R5.8.3 第２回 広域化PT（総務部会）

日付 内容

R5.8.9 第３回 広域PT（企業団設立部会）

R5.8.10 第２回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

R5.8.15 第３回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

R5.8.17 第３回 広域化PT（総務部会）

R5.8.23 第４回 広域PT（企業団設立部会）

R5.8.24 第３回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

R5.9.5 第４回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

R5.9.13 第５回 広域PT（企業団設立部会）

R5.9.14 第４回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

佐賀西部広域水道企業団視察
佐賀東部水道企業団視察

R5.9.19 第５回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

R5.9.21 第４回 広域化PT（総務部会）

R5.9.22 広島県水道広域連合企業団協議

R5.9.27 第６回 広域PT（企業団設立部会）

R5.9.28 第５回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

R5.10.3 第６回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

R5.10.5 第５回 広域化PT（総務部会）

R5.10.11 第７回 広域PT（企業団設立部会）

R5.10.12 第６回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

R5.10.17 第７回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

日付 内容

R5.10.19 第６回 広域化PT（総務部会）

R5.10.23 広域化検討委員会幹事会

R5.10.25 第８回 広域PT（企業団設立部会）

R5.10.26 第７回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

R5.10.31 岩国市水道局 報告

R5.11.2 岩国市環境部 報告
第７回 広域化PT（総務部会）

R5.11.7 第８回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

R5.11.8 第９回 広域PT（企業団設立部会）

R5.11.9 第８回 広域化PT（施設部会）
（配水・給水部会）

R5.11.15 山口県議会議長要望（柳井市）

R5.11.16 第８回 広域化PT（総務部会）

R5.11.20 山口県知事要望※（柳井市）

R5.11.21 第９回 広域化PT（財務・会計・営業部会）

R5.11.22 第３回 広域化検討委員会専門部会

R5.11.24 柳井地域水道事業広域化に関する研修会

※ 11/24 田布施町、上関町
11/30 平生町、周防大島町

１７



１８

１ 柳井地域水道事業広域化プロジェクトチーム（以下「広域化PT」）の役割
柳井地域水道事業の経営の一体化（経営統合）を推進するため、別表１に記載された取り組み項目について、

調査・検討を行い、取りまとめ、合意内容について柳井地域水道事業広域化検討委員会専門部会（以下「専門

部会」）に諮る。

２ 作業部会
広域化PTは、「企業団設立部会」「総務部会」「財務・会計・営業部会」「施設部会」「配水・給水部会」の５つの

部会毎に調査・検討を行い合意を図る。

３ スケジュール
広域化PTは検討内容毎にチームリーダーを決め、グループ毎に月２回をペースで会議を開催し、合意形成を

進める。

４ その他
広域化PTは、統合迄に合意を図る内容について優先的に調査・検討を進める。

広域化PTは、統合後に合意を図る内容であっても、統合迄に合意が図られるものについては、調査・検討を

進める。

条例改正や要綱制定などの調整は関係部会で調整し、調整した内容について総務部会に諮ることとする。

１５ 広域化プロジェクトチーム① 【令和５年６月議会で報告】



１９

１５ 広域化プロジェクトチーム② 【令和５年６月議会で報告】



２０

１５ 広域化プロジェクトチーム③ 【令和５年６月議会で報告】



２１

〇 広域化に伴い、共同事務の変更、経営主体の変更及び事業認可の変更が必要

（１） 共同事務の変更

地方自治法第２８６条の規定に基づき「柳井地域広域水道企業団規約」の一部改正により

対応する。田布施・平生水道企業団の所有する財産等は、両町を経由せず柳井地域広域水

道企業団へ継承することは可能。今後検討する主な項目は、次の表のとおり

項 目 内 容

組織する団体
（「関係市町」という）

変更なし
柳井市、岩国市、周防大島町、上関町、田布施町及び平生町

共同処理する事務 追加
関係市町の水道事業の経営に関する事務

経費 追加
水道事業の経営に関する事務に係る経費は、当該市町が１００％
負担する（セグメント会計）

その他 関係市町（岩国市を除く）の水道事業の事務は、令和７年４月１日に
柳井地域広域水道企業団が継承する。

令和７年３月３１日現在関係市町の水道事業が保有する資産、負債及
び資本は、令和７年４月１日に企業団が継承する。

１６ 山口県との確認事項① 【令和５年９月議会で報告】



２２

１６ 山口県との確認事項② 【令和５年９月議会で報告】

（２） 経営主体の変更

地方公営企業法第４条の規定に基づき「柳井地域広域水道企業団用水供給事業の設置

等に関する条例」の一部改正により対応する。今後検討する主な項目は、次の表のとおり

項 目 内 容

条例名 柳井地域広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例

設置 用水供給事業に水道事業（簡易水道事業を含む）を追加

法の適用 簡易水道事業（柳井市、上関町）に地方公営企業法の全部の規定を
適用

経営の基本 用水供給事業に水道認可の概要を記載

特別会計 水道事業及び用水供給事業を通じ一つの会計
財政健全化法に基づく資金不足の算定する場合の会計単位
決算統計の報告単位は、水道事業、用水供給事業及び簡易水道事業



２３

１６ 山口県との確認事項③ 【令和５年９月議会で報告】

（３） 事業認可の変更

水道法第６条の規定に基づき関係市町の水道事業について、「水道事業等の認可等の

手引き１－４－２の他の水道事業等の全部譲り受けに伴う創設認可の取扱い」により対応

する。

用水供給事業（厚生労働省認可）は認可変更の手続きは不要

認可先 創設認可の対象となる事業

山口県認可

柳井市水道事業、柳井市平郡簡易水道事業

周防大島町水道事業

上関統合簡易水道事業、祝島簡易水道事業、八島簡易水道事業

田布施・平生水道事業



１７ 柳井地域水道事業の統合に関する基本協定書①

２４

柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、田布施・平生水道企業団及び柳井地域広域水道企業団（以下
「構成団体」という。）は、水道事業の統合について、次のとおり基本協定を締結する。

（統合の目的）
第１条 健全な経営基盤を確立し、地方公共団体の責務として、安全・安心な水道水を適切な料金で、将来にわたり
持続的に供給できる水道システムを構築することを統合の目的とする。

（定義）
第２条 この基本協定において、統合する水道事業とは、構成団体が経営する事業のうち、次の各号に掲げる事業
をいう。

（１）水道法第３条第２項に規定する水道事業
（２）水道法第３条第３項に規定する簡易水道事業
（３）水道法第３条第４項に規定する水道用水供給事業

（統合の期日）
第３条 水道事業の統合の期日は、令和７年４月１日とする。

（統合の方法）
第４条 水道事業の統合の方法は、現行の事業ごとに経理を区分し別料金とする経営統合によるものとする。

（経営の主体）
第５条 経営の主体は、柳井地域広域水道企業団（以下「企業団」という。）とする。

【令和５年１２月議会で報告】

１０/２３幹事会において合意



１７ 柳井地域水道事業の統合に関する基本協定書①

２５

（運営体制）
第６条 事業開始時の運営体制は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２５２条の１７第１項の規定に
より、構企業団を除く成団体が企業団へ職員を派遣することで、これを維持する。

（相互協力）
第７条 構成団体は、企業団が経営する地域の健全な水道事業を実現し、水道サービスの向上を図るため、常に相互
協力を行うものとする。

（資産等）
第８条 構成団体が水道事業の用に供している資産、負債及び資本は、企業団に無償で引き継ぐものとする。
２ 引き継いだ水道用資産のうち、水道事業の用に供しなくなった固定資産は、速やかに用途廃止を行い、構成団
体協議の上、構成団体へ返還するものとする。

３ 剰余金等の資金は、現行の事業ごとに区分管理し、他事業に流用しないものとする。ただし、貸付けの場合は、
この限りでない。

統合の事業計画）
第９条 統合の事業計画は、専門部会において、本協定に基づき調整事項について検討を行い、策定するものとす
る。

（その他）
第１０条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、構成団体が協議して定めるもの
とする。

この協定を締結した証として、本書７通を作成し、各自１通を保有する。

【令和５年１２月議会で報告】

１０/２３幹事会において合意



２６

令和６年１月を目途 調印式を開催

１８ 経営統合調印式 【令和５年１２月議会で報告】

〇 協定書により事業計画書を策定（現在策定中）

〇 ３月議会で素案をお示しできるよう準備を進めています。

本日



１９ 事業計画書（たたき台）① 【令和５年９月議会で報告】

２７

第１章 はじめに
１ 計画の位置づけ

企業団の基本理念と基本方針を定め、事業開始から１０年間の企業団の組織体制、業務運営、施設整備
財政運営など企業団の基本的事項や事業内容をとりまとめたもの。
２ 基本理念・基本方針

基本理念 ・・・・・ 企業団の責務
基本方針 ・・・・・ 企業団の取組みの方向性

３ 計画期間
令和７年度から令和１６年度までの１０年間

第２章 水道事業の現状と課題
１ 概況

構成団体が経営する水道事業等について
２ 将来見通しと課題

水需要 ・・・・・ 人口推移と給水量、給水収益、企業団供給単価、受水費の見通し
施設 ・・・・・・・ 施設の老朽化の現状や更新需要や施設能力余剰の見通し、管路の老朽化と更

新需要の見通し、施設・管路の耐震化の状況
財務 ・・・・・・・ 単年度純利益、資金残高、企業債残高、給水原価、供給単価の見通し
人材・技術力 ・・・・・ 職員数、技術系職員数、水道業務平均経験年数



２８

１９ 事業計画書（たたき台）② 【令和５年９月議会で報告】

第３章 組織・職員計画
１ 組織・職員体制の基本的な考え方

施設や管路の更新を計画的に行い、将来にわたって持続可能な水道サービスの提供が可能となる組
織体制の構築

２ 企業団の経営形態
用水供給事業に加え水道事業及び簡易水道事業を加えた経営統合、経営の方法はセグメント経理の

採用
３ 名称

柳井地域広域水道企業団

４ 組織機構
企業団議会、執行機関（事業開始時の職員の配置予定人数、課の事務分掌）

５ 職員
職員定数、事業開始時の職員の配置予定人数、職員の身分、人材育成

６ 庁舎
主たる事務所は、〇〇〇に置く。

第４章 通信基盤・システム整備計画
１ システム整備計画の基本的な考え方

強固なセキュリティ確保、申請手続き等水道サービスの利便性の向上、国交付金を活用したシステム
統合と標準化

２ 整備概要
グループウエア、人事・給与システム、企業会計システム、例規管理システム、管路情報システム、
浄水場等遠隔監視システム、資産台帳システム等の整備とロードマップ



１９ 事業計画書（たたき台）③ 【令和５年９月議会で報告】

運転監視のイメージ図

統合前

統合後

２９



３０

１９ 事業計画書（たたき台）④ 【令和５年９月議会で報告】

第５章 業務運営計画
１ 業務運営の基本的な考え方

・ 統合により強化される経営資源（ヒト・モノ・カネ）のスケールメリットを活用し業務の効率化を図る
・ 構成団体が築き上げたノウハウや技術力を活かし、業務水準やサービスレベルの向上を図る
・ 迅速かつ効率的な危機管理体制の構築

２ 営業業務
営業窓口、営業体制及び業務内容、ロードマップ

３ 給水装置業務
給水装置窓口、基準の統一等のロードマップ、指定給水装置工事事業者

４ 運転監視業務
運転監視拠点や運転監視システム、施設の保全基準の統一

５ 保全業務
施設、設備、管路の保全拠点、ロードマップ

６ 水質管理業務
水質管理体制の強化、水質管理計画、水源保全

７ 工務
入札契約制度や工事関連基準の統一、指名願い、工事予定や入札情報の発信、ロードマップ

８ 危機管理
危機管理マニュアル、災害協定、構成団体との連携体制、運搬給水や応急給水、緊急資材、

危機管理研修、ロードマップ



３１

１９ 事業計画書（たたき台）⑤ 【令和５年９月議会で報告】

柳井地域広域水道企業団

連携 連携

相互応援協定

（継続）

連携

連携

企業団

事務所

保全

拠点

監視

拠点

構成団体

日本水道協会

管工事組合など

危機管理体制の
イメージ図

危機管理マニュアル

の整備

災害協定の締結

緊急用資材の

一元管理・運用

研修・訓練の実施

水道施設の耐震化

の推進

基幹管路の耐震化

の推進

重要給水施設配水管の

耐震化の推進

応急給水拠点の整備

緊急用水源の確保

応急体制の確立

被害調査

応急給水活動

構成団体と連携した

広報の実施

応急復旧活動

危機管理マニュアル

の見直し

応急給水活動・広報等

のソフト対策の見直し

再度災害の防止対策

【危機管理対策

の見直し・推進】

【災害応急対応】【施設】【体制】

平　常　時 災　害　時 復　旧　後



３２

１９ 事業計画書（たたき台）⑥ 【令和５年９月議会で報告】

第６章 施設整備計画
１ 施設整備計画の基本的な考え方

・ 事業毎に施設・管路の機能診断・耐震診断を行い、老朽度や緊急度並びに重要度を考慮した更新計
画を策定し、将来の水需要を見据えた上で再編整備を行い、将来の更新費用や維持管理費用の縮減を
図る。
・ 施設・管路の更新はアセットマネジメントの考え方に基づき実施し、ダウンサイジングを考慮。
・ 基幹管路や重要給水施設管路を設定し、国交付金を活用した耐震化を進める。
・ 応急給水拠点の整備

２ 水需要予測
・ 企業団受水団体の水需要予測（１日平均給水量・１日最大給水量の推移）
・ 離島の水需要予測（１日平均給水量・１日最大給水量の推移）
・ 田布施浄水場配水区の水需要予測（１日平均給水量・１日最大給水量の推移）

３ 施設整備
・ 統合後、事業毎の施設整備の基本的な考え方に基づき、水需要を反映させた整備計画を策定し、老
朽施設・管路の更新を計画的に進め老朽化率の増加を抑制。
・ 国交付金を活用し、耐震化を計画的に進め耐震化率の向上と老朽施設の削減を目指す。

第７章 財政運営計画
１ 財政運営の基本的な考え方

会計区分毎に経理するセグメント会計を導入、会計区分の取扱い、繰出金の状況、資金残高、企業債

残高の現状等整理



３３

１９ 事業計画書（たたき台）⑦ 【令和５年９月議会で報告】

２ 水道料金等

事業開始時は、構成市町の料金体系を引き継ぐ、水道料金、負担金、手数料の現状等整理

３ 出納取扱金融機関・収納取扱金融機関

金融機関の選定状況等整理

４ 収支シミュレーション

事業開始時（令和７年度）から令和１６年度までの１０年間の収支を試算

～ まとめ ～

１ サービスの向上

２ 施設・維持管理の最適化

３ 組織・管理体制の強化

４ 長期的な取り組み

～ 事業毎の課題と対策 ～

・ 事業毎にヒト・モノ・カネの課題に対し、対策を整理

・ 9月議会で事業計画書のたたき台をお示ししました。今後、３月議会において素案をお示し出来るよう現在検討しております。
・ 最終的には、令和６年９月の２市４町の議会で報告していく頂く予定で現在検討を進めています。



２０ 柳井地域広域水道企業団規約（案）①

３４

第１章 総則 （共同処理する事務等を追加、事務所の位置の検討）
（企業団の名称）

第１条 この企業団は、柳井地域広域水道企業団 （以下 「企業団」 という。） という。

（組織する地方公共団体）
第２条 企業団は、柳井市、周防大島町、岩国市、上関町、田布施町及び平生町 （以下 「関係市町」 という。）
をもって組織する。

（共同処理する事務）
第３条 企業団は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
（１） 関係市町 （岩国市にあっては、岩国市由宇町の区域に限る。） に係る水道用水供給事業に関する事務
（２）関係市町 （関係市町が自ら行うものを除く。） に係る水道事業及び簡易水道事業 （以下 「水道事業等」
という。） に関する事務

２ 地方公営企業法 （昭和２７年法律第２９２号） 第２条第３項及び地方公営企業法施行令 （昭和２７年政令
第４０３号）第１条第２項の規定に基づき、簡易水道事業に同法の規定の全部を適用する。

（事務所の位置）
第４条 企業団の事務所は、○○〇に置く。

第２章 議会 （現在の内容、今後検討）
（議会の組織及び議員の選挙の方法）

第５条 企業団の議会の議員 （以下 「企業団議員」 という。）の定数は８人とし、関係市町の議会において、
議会の議員の中から、柳井市及び周防大島町にあっては各２人、岩国市、上関町、田布施町及び平生町
にあっては各１人をそれぞれ選挙する。

現行企業団規約です。
赤字部分について
検討しています。

【令和５年９月議会で報告】



２０ 柳井地域広域水道企業団規約（案）②

３５

２ 企業団議員に欠員を生じたときは、当該企業団議員の属する関係市町の議会において、直ちに補欠議
員の選挙を行わなければならない。

（企業団議員の任期）
第６条 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

（議長及び副議長）
第７条 企業団の議会は、企業団議員のうちから、議長及び副議長各１人を選挙しなければならない。
２ 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第３章 執行機関 （現在の内容）
（企業長）

第８条 企業団に企業長を置く。
２ 企業長は、関係市町の長が互選する。
３ 企業長の任期は、関係市町の長としての任期による。

（副企業長）
第９条 企業団に副企業長５人を置く。
２ 副企業長は、企業長以外の関係市町の長をもって充てる。
３ 副企業長の任期は、当該関係市町の長としての任期による。

（補助職員）
第１０条 企業団に補助職員を置く。
２ 補助職員は、企業長が任命する。
３ 補助職員の定数は、条例で定める。

このページは
修正内容はありません。

【令和５年９月議会で報告】



３６

２０ 柳井地域広域水道企業団規約（案）③

（監査委員）
第１１条 企業団に監査委員２人を置く。
２ 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから選任する。
３ 監査委員の任期は４年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第４章 経費 （共同処理を行う水道事業等の経費負担に関する項目を追加）
（経費の支弁）

第１２条 企業団の経費は、料金、企業債、交付金その他事業に伴う収入並びに関係市町からの負担金をも
って充てる。
２ 前項の負担金は次の各号に掲げる負担割合に基づき算出し、関係市町に分賦する。
（１） 第３条第１号に関する事務 計画受水割８０パーセント、計画給水人口割２０パーセント
（２） 第３条第２号に関する事務 当該関係市町を給水区域とする水道事業等に関する事務の経費に対し
１００パーセント

附 則 （令和〇年〇月〇日）
１ この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
２ 施行日から令和７年３月３１日までの間は、第３条第２項に規定する企業団の処理する事務は、同条の
規定にかかわらず、同条の規定に関する事務の準備行為とする。
３ 関係市町 （構成市町が自ら行うものを除く） の水道事業等の事務は、令和７年４月１日に企業団が承継
する。
４ 令和７年３月３１日において、関係市町 （構成市町が自ら行うものを除く） が保有する水道事業等の資
産、負債及び資本は、令和７年４月１日に企業団が承継する。

企業団規約は令和６年９月の２市４町の議会で審議して頂く予定です。

【令和５年９月議会で報告】



３７

２１ 経営統合後の柳井地域広域水道企業団の経営方針①
【令和５年１２月議会で報告】

（１） 基本理念・基本方針

■ 基本理念 ～企業団の責務・目的～

〇 企業団は、急速に進む人口減少や遠距離導水による高額な水道料金≪カネ≫に加え、水道施設・管路の老朽
化≪モノ≫、災害への対策、水道事業を担う職員の不足≪ヒト≫など、経営環境は厳しさを増している中、安全・安
心で良質な水を適正な水道料金で安定的に供給する水道システムを構築することで、住民福祉の向上と地域経済の発展
に寄与する。

■ 基本方針 ～企業団の取組みの方向性～
〇 水道サービスの提供
・ 水源地から末端給水に至るまで、適切な水質管理による安全・安心・おいしい水の提供の持続

・ 健全な水道事業を確保するための料金と、値上げ幅の抑制≪カネ≫
・ デジタル化などによる便利で快適なサービスの提供

〇 施設・維持管理の最適化

・ 国交付金を活用した、システム整備や計画的な施設や管路の耐震化≪モノ≫
・ 点在する施設について、管路更新に合わせた施設配置の最適化
・ 中・長期的な観点から、本地域の水源確保など、近隣事業体との広域連携の推進

〇 組織・管理体制の強化
・ 効率的な組織の構築と構成団体との連携強化
・ 迅速な意思決定や経営の健全性確保が可能な管理体制の整備

・ 計画的な人材育成による水道技術職員や企業経営を担う職員の確保≪ヒト≫

１０/２３幹事会において合意



３８

２１ 経営統合後の柳井地域広域水道企業団の経営方針②
【令和５年１２月議会で報告】

（２） 基本方針への対策

〇≪ヒト≫ 水道技術職員や企業経営を担う職員の確保

〇 企業経営を担う事務系職員を集約し、経営ノウハウの伝承を図る。
〇 水道技術職員を集約し、技術力の向上を図る。
〇 民間業者の活用（包括外部委託の活用）
〇 水道工事業者の確保

主たる事務所に集約

水道技術系職員の集約により

〇≪モノ≫ システム整備や計画的な施設や管路の耐震化

〇 計画的な施設や管路の更新並びに耐震化を図る。

〇 施設更新に併せた施設配備の最適化

〇≪モノ≫ 適正な水質管理による安全・安心・おいしい水の提供

の
集
約
に
よ
り

水
道
事
務
系
職
員

〇≪カネ≫ 健全な水道事業を確保するための料金と、値上げ幅の抑制

〇 事務系職員の集約により、適正な水道料金の設定を図る。
＜概ね３年から５年毎の適正な時期に水道料金の検証＞

〇 技術系職員の集約により、国交付金の活用が可能。

国
交
付
金
の
活
用

職
員
の
集
約
に
よ
り

〇≪中・長期的な取組み≫
用水供給事業のあり方についての議論を加速させ、近隣市町との広域連携の推進

用水供給事業の更新経費を削減することができれば 水道料金の抑制
につながる

１０/２３幹事会において合意



２２ 適正な水道料金とは 【令和５年３月議会で報告】

３９

適正な水道料金とは、「利用者が負担すべき費用を負担する料金」をいう。

総括原価方式

＝ ＋ － ＝

≪ 公共料金（水道、電気、ガス等の料金）を定めるうえで広く採用されている方式。 ≫
誠実かつ効率的な経営の下における適正な営業費用に、水道事業の健全な運営を確保するために必要な資本費用
（支払利息や資本報酬）を原価に含め、適正料金を算定するもの。

総括原価

Ⓐ

営業費用
・職員人件費
・減価償却費

など

Ⓑ

資本費用
・支払利息

・資本報酬

Ⓒ

控除収入
・他会計補助金
・加入負担金

など

水道料金

柳井市では

老朽管更新に
充てる目的

事業毎に
市町から繰入 水道業者の減少

柳井市では10年間で

１１社 ５社に減少

≪水道法の改正≫
水道の基盤を強化するための基本的な方針

◆水道事業等の健全な経営の確保に関する事項
長期的な観点から、将来の更新需要等を考慮し
た上で水道料金設定。
その上で、概ね３年から５年毎の適切な時期に検
証及び必要に応じた見直し



２３ 広域化の骨格 【令和５年１２月議会で報告】

４０

（１） 新たな企業団組織と庁舎について

〇 主たる事務所は柳井市南町一丁目１０番２号に置く。 ≪具体的には、柳井市役所庁舎内とする。≫

〇 組織機関は下記の通り。

※主たる事務所とは、事業活動の中心として全ての事業を総括する事務所をいう。

企業団議会

監査委員（２人）

参与（６人）

企業長（１人）

副企業長（５人）

事務局長（１人）

附属機関

企業長、
副企業長会議

柳井地域水道事業広
域化検討委員会

関係市町
担当課長会議

企画調整 総務課 施設課 工務課

・ 参与（副市長、副町長）
・ 広域連携の推進や、各事業体との
調整のため企画調整を別に設ける。
・ 総務課に総務係、企画財政係、
営業係を置く。

・ 施設課に施設整備係、
施設維持係を置く。

・ 工務課に配水係、給水係を置く。

※現体制の変更箇所 ○○○

〇 職員

・ 職員数の上限を定める条例上の定数は４０人とする。
・ 事業開始から当分の間、企業団職員に加え、関係市町からの派遣で対応する。
・ 人材の計画的な育成や確保を目指すため、新たな職員採用の実施を検討する。

１０/２３幹事会において合意



２４ 広域化の骨格（主たる事務所とは） ヒトの集約

事務所集約型
・全ての業務を集約
・集約の時期は構成団体との協議による

事務所分散型
・構成団体の事務所を継続
・本部機能を追加

≪ 事務局案 ≫
柳井市役所庁舎内
・職員が主たる事務所で勤務できる体制の構築

①職員体制
・水道事業に係る知識、経験の集約により、課題解決に向けた取り組み
を推進することが可能

・従来どおり

②権限 ・市長（町長）から企業長、副企業長へ権限を集約 ・市長（町長）から構成団体の管理職へ権限の委譲

③事務所設置に係る費用 ・事務所設置に係る経費の負担 ・本部と構成団体の事務所との連携に係る経費の負担

④住民サービス
・一般会計部局との連携により維持
（窓口業務、管路保全等の初動体制）

・一般会計部局との連携により維持
（窓口業務、管路保全等の初動体制）

⑤給水装置サービス
・設計審査体制、統一的な技術指導など
（統一に向けた取組みによる効果あり）

・設計審査体制、技術的指導など
（団体間における体制、指導等に格差あり）

⑥施設管理

・巡回による施設管理体制

（人材育成と複数施設を前提とした包括外部委託の導入並びに遠隔監
視体制の整備）

・常駐による施設管理体制

（集約型と比較し、施設の運転監視・水質管理、技術の継承の上から施
設に近い場所にいることで、効率的な業務が可能となる。）

（構成団体別に外部委託を継続することにより、技術の継承に限界、課
題が残る）

⑦工事・業務発注体制
・工事管理に関する業務の一部委託
（一般会計部局との連携により公共工事の品質確保を図る）

・構成団体で実施する体制を維持
（企業団において、公共工事の品質の確保に課題が残る）

⑧管路の維持管理
・一般会計部局との連携により初動体制の構築
（離島など主たる事務所から遠方での維持管理体制の構築）

・構成団体で実施する体制を維持（職員が持つ水道事業にかかる知識、
経験等の継承に課題が残る）

⑨危機管理
・構成団体の壁を越えて、当該地域での災害対応に組織的に対応が可
能

・構成団体ごとに対応
（集約型と比較し、臨機な対応が可能となる。）
（職員が持つ水道事業にかかる知識、経験等の継承に課題が残る）

⑩災害派遣
・主たる事務所に職員が集約されていることから、災害派遣への要請に
対して容易に対応が可能

・少数職場のため、災害派遣の要請に対応するための調整が必要。状
況によっては災害派遣が難しい場合も想定される。

⑪金融機関とのやり取り ・金融機関との伝送を主たる事務所でまとめて対応ができる ・一度、主たる事務所に伝送に必要なデータをとりまとめる必要がある。

⑫通信整備
・主たる事務所に集約した管理
（交付金を活用してシステム構築までの間、どのように管理するかが課題）

・構成団体で実施する体制を継続（本部との通信環境を整備する必要があり、
職員の持つ知識、経験等の継承に課題が残る）

緑色：メリット、
赤色：デメリット

４１



２５ 広域化の骨格（組織機関）

４２

（１） 管理者（企業長）

〇 管理者は経営責任と会計責任を負う。
・ 経営責任は、監査委員の決算審査意見書で追及される。
・ 経営責任を全うするためには合理的な経営管理を行う必要がある。

地方公共団体の長
〇 首長は、政治責任、行政責任、
会計責任を負う。

柳井地域の全ての末端水道は、水道料金だけては、経営を維持できていない。

全ての事業体において、一般会計より多額の繰入金により、なんとか経営を維持

今回の広域化はセグメント経理を採用した経営統合ですので、企業団と市・町が連携し
て経営を維持していく必要がある。

そのため、副市長・副町長に行政のトップとし、個々の水道経営に携わって頂く。

具体的には、

それぞれの、水道事業の重要な計画に関する事項（水道ビジョンや施設整備計画）

それぞれの、水道料金の見直しや繰入金

（２） 参与の役割



２６ 広域化の骨格（市・町との連携） 【令和５年１２月議会で報告】

４３

（２） 市町との連携

水道法 第６条第２項
水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域
に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。

市 ・ 町

〇 広報やホームページ等による
水道事業に関する情報発信

〇 営業窓口（水道料金等収受）
市町の会計部局や出張所等

〇 施設や管路の事故の際の初動体制
被害情報の伝達
交通規制等

企 業 団

〇 ホームページ等による
水道事業に関する情報発信

〇 水道料金お客様センター

〇 工務課並びに施設課

依 頼

通 報
報 告
情報共有

〇 災害協定の締結

〇 市町災害対策本部との連携

伝送等



２７ 広域化の骨格（議員定数） 【令和５年１２月議会で報告】

４４

現行 柳井地域広域水道企業団規約
第５条 企業団の議会の議員（以下「企業団議員」という。）の定数は８人とし、関係市町の議会において、議会の議員の中から、
柳井市及び周防大島町にあっては各２人、岩国市、上関町、田布施町及び平生町にあっては各１人をそれぞれ選挙する。

〇 これまでの議員定数の考え方
（行政区域内人口）

※：高度経済成長期において右肩上がりに給水人口が
増える見通しでの企業団事業計画

人口４万人以上の市 ３人 人口２万人以上の町 ２人

人口４万人未満の市 ２人 人口２万人未満の町 １人

但し、合併後の市町の一部のみ加入する場合は、合併前の市町の区分による。

市町名
設立時

Ｓ59年10月

推 移 各 指 標

Ｈ16年10月 Ｈ17年2月 Ｈ18年3月 Ｒ5年3月末現在

周防大島町
合併

柳井市
合併

岩国市
合併

人口
（人）

給水人口
（人）

有収水量
（千㎥）

構成団体
議員定数

柳井市 ２ ２ ２人
（35,927人）

２ ２９，８８６ ２３，１４８ ２，７２０ １６
大畠町 １ １

大島町 １

２
（21,392人）

２ ２ １４．１２０ １２，８６６ １，２８３ １４
久賀町 １

橘町 １

東和町 １

由宇町 １ １ １ １ ７，９５２ １８１ ４９ ※２８

上関町 １ １ １ １ ２，３３６ ２，３３６ ２１１ １０

田布施町 １ １ １ １ １４，４５２ ９，２８９ １，０４８ １２

平生町 １ １ １ １ １１，１０７ ９，１４３ １，２６３ １２

計 １１ ９ ８ ８ ７９，８５３ ５６，９６３ ６，５７４

※岩国市の議員定数

〇 議員定数の推移と現在の各指標の状況



２８ 今後の予定 【令和５年１２月議会で報告】

４５

時 期 内 容 備 考

令和６年２月 ２月企業団議会 広域化に係る経費（新年度予算）
補正予算（立上げに係る準備経費等）
広域化に係る経過報告、企業団規約（案）
事業計画書（素案）

令和６年３月 ３月議会（市町） 広域化に係る経費（新年度予算）
補正予算（立上げに係る準備経費等）
広域化に係る経過報告、企業団規約（案）
事業計画書（素案）

令和６年９月 ９月議会（市町） 企業団規約、事業計画

令和６年１２月 １２月企業団議会 条例制定

令和７年２月 ２月企業団議会 新年度予算

令和７年３月 ３月議会 水道事業関連条例廃止又は改正
新年度予算

令和７年４月１日 開所式


